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第一節　沖縄漁業の変貌に伴う諸問題

　本土復帰に際しての沖縄漁業の振興政策として展開されたのは，漁港の近代
化， 漁船の大型化，そして漁協の育成強化であ った。本稿では，こうした振興

政策の結果として ，沖縄におげる漁業がどのように変貌してきたのか，またそ

の変貌に伴 ってどのような問題が生じてきているのかを統計的に整理し ，実態

調査をふまえながら検討していきたい
。

　（１）漁業者およぴ漁業経営体の動向

　まず沖縄における漁業従業者数の推移をみておくことにしよう 。１９６０年以降

における沖縄の漁業従事者数は次のように推移している
。

　　　　　　　第（１）表　沖縄における漁業従業者数の推移（１５歳以上）

言中　縄 鹿児島 宮　崎 長　崎 全　国
１９６０年 ９， ９８３ １７ ，６１４ ８， ２１３ ５１ ，６４２
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１９７０年

６０２ ，８０８

４， ４８６ １２ ，９２７ ７， ５８１ ４２ ，９５０

１９７５年

５３４ ，８８１

４， ５９０ １３ ，１８２ ７， ５５６ ３８ ，４９３

１９８０年

４７５ 二３１１

４， ９９９ １３ ，９３４ ７， ９１４ ３８ ，２１３

１９８５年

４６１ ，１５０

４， ４８３ １３ ，３８０ ７， ４７８ ３５ ，３５１ ４２１ ，２９６

『目舳二回↓１　　　』　Ｌ．。一『国勢調査』 ・各年版一…年および１…年の沖縄分は１琉球の水産業１
，峨。年版 ，４２３べ 一ジ 。

　　　　　　　　　　　　（１）
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　周知のように，１９６０年以降に展開された漁業近代化政策によっ て， 全国にお

ける漁業従業者数は漸次的に減少してきている 。特に１９６０年から６５年に至る５

年間は，本土における漁業就業者の減少は極めて激しいものであ った。その後 ，

領海２００カイリ問題，とりわけ北洋漁業の大幅な削減は，遠洋漁業を中心とし

た北海道，山口 ，長崎における経営的漁業の撤収をもたらし，その結果として

漁業就業者を引き続き減少させている 。だが，１９７０年以降においては，鹿児島 ，

宮崎なとの南日本を中心とする地区ては，漁業者の減少はそれほどでもなく ，

むしろ停滞的な状況にある 。

　沖縄の場合には，１９６０年から１９７０年までの期間に漁業就業者は半減している

ものの，本土復帰前後から以降は，今日に至るまでほぽ停滞的な状況にある 。

　次に，経営体数は年次的にみてとのように推移しているであろうか。これを

経営組織別にみたのが第（２）表である 。

　第（２）表で最も特徴的なのは，沖縄漁業の場合，その経営体のはとんどがｒ個

人経営」であるということである 。１９８２年および１９８３年におげる個人経営体の

占める比重は実に９８．５％にも達している 。また本土復帰した１９７２年には，個人

経営体の比重が最も低かった年であるが，それでも９５．５％という極めて高い比

重を占めていたのである 。なお，個人経営体は１９７２年の本土復帰の年に３，１２０

から４，３４０へと大幅な増加をみている 。これは後述するように共同経営が大き

く減少したことと関連するものと思われる 。

　また，会杜経営については１９７２年を中心とした時期には２８経営体あ ったもの

が， 本土復帰してから５年後からは次第に減少をはじめ，１９８０年以降において

は２０経営体を割るような状況か続いている 。つまり漁業会杜による漁業経営か

衰退していることを示している 。

　漁協による自営業も復帰した１９７２年頃は，５～６の経営体があ ったのに比へ

て， １９８０年以降はその半分の２～３経営体とな っている 。しかし ，１９８５年以降

は再ぴ漁協による自営業は増加する傾向とな っている 。

　共同経営によるものは，本土復帰前までは１００を越える経営体があ ったが ，

本土復帰の時期から急減しはじめている 。１９７８年には３９経営体までにな ったが ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
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第（２）表　経営組織別経営体の推移

３

計 個人経営 会杜経営 漁協自営 共同経営 生産組合 試験所
１９６５ ３， ０３３ ２， ７９３ ２０ １４ ２０３ ３
１９７０ ３， ２３６ ３， ０９７ ２６ １０ １０１

２
１９７１ ３， ８２１ ３， ６５８ ２２ ９ １３０

２
１９７２ ３， １２０ ２， ９８２ ２８ ６ １０２ ２

１９７３ ４， ３４０ ４， ２４５ ２３ ５ ６５ ２

１９７５ ４， ４３８ ４， ３４９ ２７ ６ ５４ ２

１９７６ ４， ２１３ ４， １３０ ２９ ５ ４７ ２

１９７７ ４， ０２５ ３， ９５２ ２４ ５ ４２ ２

１９７８ ３， ９３１ ３， ８６０ ２６ ４ ３９ ２

１９８０ ４， ５５３ ４， ４８１ １９ ２ ４９ ２
１９８１ ４， ４８１ ４， ４１３ １７ ３ ４６ ２

１９８２ ４， ３３７ ４， ２７４ １６ ３ ４２ ２
１９８３ ４， ３２２ ４， ２５９ １５ ３ ４３ ２
１９８５ ４， ５５６ ４， ４７６ １８ ４ ５４ ２ ２

１９８６ ４， ５７７ ４， ５００ １８ ４ ５１ ２ ２
１９８７ ４， ６６１ ４， ５８７ １７ ５ ４９ １ ２

［沖縄農林水産統計年報』 ，第１次，第２次，第６次，第１０次，第１６次。なお，１９６５年については［琉球の水産
業』（１９６５年）による

。

また，１９７２年９月１日現在，１９７３年１１月１日現在である 。その他はいずれも１月１日現在である 。欠落させて
いる年次は漁業センサスを参照せよ 。

１９８０年以降は若干の変動を伴いなからも ，１９８５年以降はほぽ５０を数えるまでに

回復してきている 。試験所は１９６５年の３を除けぱ，復帰前も復帰後も２経営体

で変化はない 。

　最近にな って ，漁業生産組合が新しい径営体として登場してきているが ，

１９８７年には減少している 。

　続いて，これらの経営体を階層別にみた場合，とのような年次的推移を辿 っ

ているであろうか。それを示したのが次の表である 。

　この階層別にみた経営体の年次的変化は，登録漁船数の動向とほぽ同じ傾向

を示している 。簡単に要約すれば，漁船を使用しない経営体は本土復帰後にお

いて ，つまり１９７３年から１９７８年までの６年間に，１ ，１８２から４０６へと半数以下に

なっ たか，その後は若干の変化を伴ないなから，４５０の前後という停滞的な状

況にある 。小型漁船については，１ｔ 未満の階層は本土復帰後において２，ＯＯＯ

程度から１９８３年の１ ，５４８まで減少したが，それ以降は１，５００台で停滞的傾向にあ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
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あっ たものが，１９８０年には

１， ３２２とな っている 。１９８２年

まではほぽこのような状況で

停滞していたが，その後は再

び増加傾向に転じ ，１９８７年に

は１ ，６３７とな っている 。３ｔ

未満の階層に限定してみると ，

１９７５年以降は約３，１ＯＯ程度で

停滞しているところに特徴が

ある 。

　３～５ｔ 未満の階層は，本

土復帰時には８５であ ったが ，

その後は漸次的に増加し ，

１９８７年には当時の約３倍，つ

まり２５５にまでな っている 。

　５～１０ｔ 未満の経営体は本

土復帰後の１９から１９７６年にか

げて５７まで増加したが，その

後は５０を前後して停滞してい

る。１０～２０ｔ 未満の階層では ，

復帰前後は５３程度であ ったが ，

その後増加傾向を辿り ，１９８５

年以降は１００に達している 。

しかし，最近はむしろ減少傾

（４）
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向を示している 。

　問題となるのは２０ｔ以上の階層である 。２０～５０ｔ 未満の階層では，復帰時に

５０を越えていたが，その後急減し ，１９８０年以降は１９８２年に２４を示したのを最高

に， １９８５年以降の経営体数は１１で停滞している 。５０～２００ｔ 未満の階層につい

ては，復帰時に２８であ ったが，年次によっ てかなりの変動を伴いつつも ，１９８１

年までは３０程度を維持していた。しかし ，１９８３年以降は急減し ，その後の経営

体数は７～９に留まっ ている 。２００～５００ｔ 未満の階層は復帰時に２０の経営体が

あっ たか，その後はこの水準に戻ることなく ，若干の変動を伴いつつも減少の

一途を辿り ，１９８７年の段階では，僅か４の経営体にな ってしまっ ている 。

１，

０００ｔ以上の大型漁船をもつ階層は，本土復帰以降，多い年には９経営体を

数えたが，１９７５年以降は毎年１経営体ずつ減少し ，１９８１年の段階で皆無にな っ

てしまっ ている 。

　定置網漁業を営む経営体は復帰後において１９７２年（３４）から翌年（９８）にかけて

急増したものの，それ以降の増加率は低下し ，１９８５年には１７３という最多にな

るものの，それ以降は停滞ないし減少の傾向を示している 。海面養殖業は本土

復帰の時点では皆無に等しい状況にあ ったが，１９７８年（１１）から１９８０年（３３７）に

かけて急激に増加し ，さらに翌１９８１年には４４５の経営体を数えるまでにな った

が， それ以降は２４９（１９８３年）まで低下し ，その後は漸次的にではあるが増加の

傾向を示している 。

　以上を要約すると ，本土復帰後に漁業就業者は半減したが，その後は停滞的

状況にあ った。これを階層別にみると ，大型漁船を使用する遠洋漁業や近海漁

業の停滞ないし壊減によって ，５ｔ以上の階層では停滞ないし減少傾向にある 。

同様に漁船を使用しない経営体および１ｔ 未満の零細階層の経営体では，漁船

の大型化政策の結果として減少し 、１～５ｔ 規模の階層へと転化してい ったと

みられる 。このことは経営体数が停滞的状況にあることによっ て裏付しうる 。

概略的にみれば，沖縄県の漁業経営体は中規模化への傾向を示しているともい

えるが，５ｔ以上の経営体が停滞ないし減少傾向にあることを考慮すれば，む

しろ５ｔ 未満の漁船を利用する小規模漁業に留まるをえない状況にある 。換言

　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
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すれば漁業経営を大規模化していくには一定の限界があ ったのではないかと推

測される 。では，その限界が一体何であ ったのか，この課題についてはのちに

分析することにしておこう 。

　（２）漁業生産量の変化

　沖縄県における漁業経営体はその極零細性を脱脚しながらも ，なお大規模経

営へと発展していくには一定の限界があ ったことを統計数字から推測すること

かできた。それでは，沖縄県におげる漁業生産量はどのように変化してきたの

であろうか。その漁業生産量を部門別に明らかにしたのが次の表である 。

　　　　　　　　第（４）表　沖縄県における漁業部門別生産量の推移

海　面　漁　業
年　次 合　　計 海面養殖業 内水面養殖業

沿　岸 矛中　合 遠　洋

１９７１ ４８ ，８７４ ８， ３３８ ２１ ，９５６ １８ ，４１６ ５３ １１１

１９７２ ５４ ，６３５ ８， ９４１ ２２ ，５３１ ２２ ，４２７ ２ ７３４

１９７３ ７１ ，０９２ １２ ，１９７ ３３ ，３０６ ２５ ，１７５ １２ ４０２

１９７４ ８８ ，２７５ １３ ，１７３ ４９ ，６７０ ２４ ，９３４ ２６ ４７２

１９７５ ５２ ，０８３ １３ ，２８７ ２３ ，３４８ １４ ，８４８ １３ ５８７

１９７６ ７１ ，２９６ １２ ，４４６ ４４ ，３９６ １３ ，６５８ ２９ ７６７

１９７７ ６１ ，６６９ １３ ，２１４ ３４ ，１２２ １３ ，４３８ ７１ ８２４

１９７８ ８８ ，８４８ １１ ，９５４ ６２ ，７１５ １３ ，２０７ ２０６ ７６６

１９７９ ７０ ，４６０ １１ ，４７６ ４８ ，９５１ ８， １０８ １， １４３ ７８２

１９８０ ６２ ，８０２ １３ ，３９５ ３７ ，９８６ ７， ５８６ ２， ７８０ １， ０５５

１９８１ ５１ ，４４９ １３ ，７４７ ２７ ，５１１ ４， ４４８ ４， ９５５ ７８９

１９８２ ２９ ，６０９ １４ ，８０８ ７， ７４４ ４， ３０１ １， ７２１ １， ０３６

１９８３ ３３ ，３７１ １５ ，８３９ １０ ，４４５ ４， ２５１ １， ９７６ ８５９

１９８４ ４７ ，８２５ １５ ，０９５ ２８ ，１２４ ４５５ ３， ３０６ ８４５

１９８５ ５１ ，２８９ １４ ，７７０ ３０ ，６１７ ４４０ ４， ６７６ ７８６

１９８６ ５０ ，０８２ １５ ，８５３ ２７ ，２４７ ５７０ ５， ８１４ ５９８

　『沖縄農林水産統計年表」 ，前出，第６次，第１０次，第１６次より作成 。

　前表をみると ，漁業生産量は年次によっ てかなりの起伏かある 。１９７２年から

１９８６年までの期間を通じてみれば，年間約５万ｔの生産が沖縄県における平均

的な漁業生産量とな っている 。また本土復帰前の数年でも約５万ｔ 程度の漁業

生産量とな っている 。本土に復帰してからは，１９７３年と７４年にはそれぞれ７万

ｔと８万８千ｔという高い生産量かあり ，その後は１９７６年と１９７９年に約７万ｔ
，
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１９７７年６万ｔ ，そして１９７８年には最高の８万８千ｔの生産を行 っている 。しか

しなから ，１９８０年以降は漸次的に漁業生産量か減少し ，１９８２年と１９８３年には約

３万ｔまで低減している 。その後はゆっくりと増加し ，１９８６年には約５万ｔに

まで回復するに至 っている 。

　ところで，これを部門別にみると大きな差異がある 。沿岸漁業については ，

本土復帰前後には約８千ｔの生産量てあ ったか，その後漸増し ，１９７３年から

１９８０年までは約１万２千ｔ 前後で推移し ，１９８１年以降においては１万４千 ｔか

ら１万５千ｔ 台へと増加し ，現段階（１９８６年）では１万６千 ｔに達しようとし

ている 。

　沖合漁業については，復帰直前の１９７１年から生産量は年 々約１万ｔ 程度の規

模で著しい増加を辿ったが，それも１９７４年の約５万ｔまでで，翌１９７５年には２

万３千ｔへと急減し，そのまた翌年には４万４千 ｔまで回復する 。１９７７年には

３万４千ｔと約１万ｔの減少があ ったかと思えぱ，１９７８年には６万ｔを越える

漁業生産量をあげている 。沖合漁業の最盛期はこの年までであり ，その後は年

々約１万ｔの減少という急減傾向を辿り ，１９８２年には遂に７千７百ｔという最

低の漁獲量とな っている 。それ以降は徐 々に回復してきているものの ，１９８４年

以降はほぽ３万ｔ 程度の漁業生産量で停滞している 。

　遠洋漁業については，復帰直後の１９７２年以降は漁業生産量も ，これまての約

２万ｔから１９７３年と１９７４年は２万５千ｔ 台を記録したが，その翌年の１９７５年に

は１万５千 ｔ台へ減少し ，１９７６年から１９７８年までの３年間は１万３千 ｔ台を維

持したものの ，１９７９年と１９８０年には８千ｔ 台まで低落し ，１９８１年から１９８３年ま

では４千ｔ 台に踏み止まっ たものの，１９８４年以降は約５００ｔまで低落してしま

っている 。極端に言えば，本土復帰前後に盛んであ った沖縄県の遠洋漁業が ，

１９８４年以降は壊滅的状況にな っているということである 。

　海面養殖業についてみると ，本土復帰前後はせいぜい年間５０ｔ 程度の生産量

であ ったものが，１９７８年頃から急成長をはじめ，１９７９年には１千ｔ 台に，そし

て１９８０年には３千 ｔ台に迫り ，１９８１年には約５千ｔにまで増加している 。この

１９８１年が一つのピークを形成し ，その翌年および翌 々年には２千ｔ弱の規模に
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なり ，その後はまた増加傾向とな って１９８４年には３千ｔ 台を越え，１９８５年には

４千６百ｔ 台に達し，１９８６年には５千８百ｔを越えて ，６千ｔ 台に迫る勢いを

示している。従 って，海面養殖漁業の生産量が急増してきた原因を解明し，こ

の増加に伴う問題の所在を明らかにすることが課題となる 。

　内水面養殖業は復帰の１９７２年に，則年の１ＯＯ　ｔ台から一挙に７００ｔ台に増加し

たものの，その後は４００ｔから８００ｔの間を低迷し ，１９８０年と１９８２年に１ ，ＯＯＯ　ｔ

台に達したものの，１９８３年以降は減少傾向を辿り ，１９８６年には６００ｔ 台まで低

下してきている 。この減少の原因を明らかにすることも沖縄漁業では一つの課

題とたるであろう 。

　以上が部門別にみた沖縄県における漁業生産量の動向と問題点であるか，な

お海面漁業の問題点については，これを一層詳しく明らかにするために，漁業

形態別に分析することにしよう 。

　第（５）表によれば，本土復帰後における沖縄漁業の形態別動向が明らかとなる 。

すなわち，沖縄県の漁業振興は，漁船の近代化およぴ漁港の整備拡充，漁協の

育成 ・強化という施策を通じて展開されてきた。しかし，このような生産力的

な振興政策の結果は，領海２００海里問題や市場問題，あるいは本土資本との競

合によっ て， 南方トロー ル（遠洋底曳網，以西底曳網），遠洋鮪延縄，遠洋鰹一

本釣，近海鮪延縄という四つの大型漁業形態におげる生産量を劇的にまで減少

し， これらの漁業を壊滅的状況に至らしめたのである 。

　この経過を具体的な数字でみると ，これら四つの漁業におげる生産量の合計

は， １９７１年には１９，５９０ｔ ，１９７２年には２４，１２３ｔ ，１９７３年には２６，８７１ｔと増加傾

向を示し，沖縄県の遠洋漁業はその将来性を期待することが可能であ った。し

かし ，１９７４年以降になると ，これら四つの漁業形態のもとでの生産量は急激に

減少し，最近では，１９８４年には５５８ｔ ，１９８５年には５１４ｔ ，１９８６年には６２８ｔと

いう具合に壊滅的な状況にな っているのである。これは驚くべきことである 。

　漁業の近代化や大型化という生産力拡充政策を推進すれぱ，漁業生産量は拡

大していく筈なのに，全く逆の事態が生じているのである 。どうしてこのよう

な状況にな ったのか，その原因は何か。この問題を解明することか，沖縄県の
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経済的な諸関係の基

本的な性格を明らか

にすることになると

思われる 。

　上記四つの漁業彩

態以外の漁業につい

て分析を進めよう 。

近海鰹一本釣漁業に

おける生産量の年 々

の推移をみると ，極

めて不安定な状況と

なっ ている 。１９７８年

には５７ ，ＯＯＯ 　ｔを越え

る生産量を示したか

と思えば，１９８２年や

１９８３年には僅か７００

ｔ程度の生産量に留

まり ，１９８４年から以

降は２０，０００ｔに近い

生産里とな っている 。

この近海鰹一本釣漁

業は，生産量からみ

た場合，１９８６年段階

における沖縄漁業を

代表する漁業形態で

あり ，それだけに漁

業生産量の不安定性
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が漁業における直接的な生産条件（例えぱ漁業資源問題など）に起因したものか

どうか，これも沖縄県における漁業問題としては検討しなけれぱならない重要

な問題である 。

　捲網，敷網，刺網の漁業については全体にみて，漁業生産量はそれほど多く

なく ，かつ停滞傾向にある 。捲網漁業の生産量については，やや衰退傾向を示

しているものの，敷網漁業およぴ刺網漁業の生産量については漸次的にではあ

るが上昇傾向にあるとみてよいであろう 。

　沿岸鰹一本釣漁業は年次的にやや不安定な生産量を示し ，年間約２ ，ＯＯＯ　ｔ 程

度とな っているが，１９８３年の３，ＯＯＯ　ｔをピークとして ，ここ数年は次第に減少

している 。いか釣漁業は本土復帰直後の１９７２年とその翌年は，１ ，５００ｔ程度の

生産量に達していたが，それ以降は減少し ，１９７６年以後は２００ｔから３００ｔ程度

の生産量で停滞している 。その他の釣漁業は復帰直後の２，２００ｔから増加傾向

を辿り ，１９８６年にはその倍の４，４００ｔにまでな っている 。

　注目すべきは沿岸鮪延縄漁業である 。沖縄県では，１９７１年頃から始められた

漁業形態で，１９７３年に５７８ｔという実績をあげてからは急速な発展を遂げ
，

１９７５年から１９７６年にかけて６００ｔから１ ，２００ｔへと倍増，また１９７７年から１９７８年

にかけて ，１ ，４００ｔから２，６００ｔへとほぽ倍増，１９８２年から１９８３年にかけては

４， ７００ｔから７，０００ｔへと飛躍的に上昇し ，さらに１９８６年までに８，５００ｔの生産

量をみるに至り ，生産量からみれば近海鰹一本釣漁業に次いで沖縄県におげる

主要な漁業形態とな っている 。したが って ，この沿岸鮪延縄漁業が成長してき

た要因は何であ ったのか，また現時点において何が問題とな っているのか，そ

の点を明らかにする必要があるであろう 。その他の延縄漁業は停滞気味である 。

　沖縄県における定置網漁業は，本土復帰直後から始められ，１９８０年までは順

調な発展を遂げてきている 。しかしながら ，１９８０年を境にして ，この漁業形態

も停滞状況にある 。採貝漁業も１９７３年頃から展開を始め，１９７３年から１９８１年ま

では約５００ｔ程度あるいはそれ以下の水準で停滞していたものの，１９８２年から

は７００～８００ｔ台へと ，その生産量は増加してきている 。採藻漁業は自然的諸条

件が強く作用する漁業形態であるだけに，年 々によっ て生産量にはらつきがあ

　　　　　　　　　　　　　　　　（１０）
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り， 多い年は２，６８０ｔ ，少ない年で５４０ｔとな っている 。

　その他の漁業は，沖縄独特の「追い込み網」漁業と棒突漁業を含んでいるが ，

本土復帰直後に，その生産里か１ ，ＯＯＯ　ｔ程度増加したものの，その後は３，６００ｔ

～４ ，０００ｔ 程度の生産里を続けており ，全体としては停滞的状況にある 。

　以上，沖縄県におげる海面漁業について，漁業形態別にその生産量の年次的

推移をみてきたが，その結果として検討すべき課題は次の通りである 。

　第一に，遠洋底曳網漁業をはじめとする四つの漁業形態の漁業がなぜ衰退し

たのかということであり ，第二に，近海鰹一本釣漁業が１９８２年と翌８３年になぜ

急激な減少をみせたのかという問題である 。そして第三に，沿岸鮪延縄漁業か

近年その生産量を上昇させている原因の解明とその問題点を明らかにすること

である 。また部門別生産量の年次的推移のところで問題を提起しておいたよう

に， 海面養殖業における生産量急増の原因と問題点，およぴ内水面養殖漁業の

衰退原因を明らかにすることも課題となる 。以下では，これらの諸問題を順次

検討していくことにしよう 。

第二節　漁業形態別の問題点

　（１）遠洋底曳網および遠洋鮪延縄漁業の衰退

　遠洋底曳網，遠洋鮪延縄漁業および遠洋鰹一本釣漁業は，本土復帰時の１９７３

年において年間それぞれ６千ｔ ，１万ｔ ，９千ｔの生産量を誇り ，これら遠洋

漁業は，近海鰹一本釣漁業とならんで沖縄を代表する漁業形態であ った。だカニ
，

本土復帰以降，とりわけ１９７９年ころから生産は急減をはじめ，１９８６年段階では

７０ｔ ，５０ｔ ，Ｏ　ｔという壊減的な状況に陥 っているのである 。そして ，これが

本土復帰以降における沖縄漁業の基本的な問題であるということは既に指摘し

ておいたところである 。

　まず，その原因であるが，遠洋漁業（動力船８０ｔ以上の階層により行われるかつ

お一本釣り ，まく“ろはえなわ等をいう）については次のように言われている 。
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　　　「外国及ぴ県外を根拠地として営まれている遠洋漁業の生産量は，諸外

　　国の２００海里水域の設定及び燃油価格の高騰の影響を最も大きく受げて年

　　 々減少しており ，５８年には４，２５１ｔ（生産額で１５億３，３００万円）で，漁業総生

　　産量の１２７％（同７８％）とな っている 。（中略）

　　　遠洋かつお漁業は，主として南太平洋（ギルバート ，サモア諸島周辺水域）

　　を漁場として３００～５００ｔ 型鋼船でかつお類を漁獲している 。また，遠洋ま

　　ぐろ漁業は，主にハワイ周辺及びアメリカ大陸沖合を漁場として２００～３００

　　 ｔ型鋼船でめぱち，きわだまぐろ等を漁獲している 。

　　　水産物移出の中核をなしていた遠洋かつお，まぐろ漁業の漁獲量が低迷

　　しているのは，国際漁場環境の変化，労働力の不足等に加えて資本力もぜ

　　い弱な中少企業経営体が主であることか背景とな っているものと考えられ

　　る。今後は，企業の合併 ・合理化を促進し，遠洋かつお，まぐろ漁業の健

　　全な発展を図 っていくことが必要である 。

　　　なお，アフリカ西岸を漁場として ，たこ ，いか類等を漁獲している遠洋

　　底びき網漁業（以西底びき網を除く）は，２００海里体制の定着下で入域制限
，

　　入漁料負担の過重等漁業環境の悪化により５５年途中より操業を中止してい
　　１）
　　る 。」

　２００海里体制問題として現れている現段階における領域設定と資源確保の問

題は，両体制間の矛盾の反映であると同時に，杜会主義建設の困難性と資本主

義体制内における国際的な独占資本間の競争の激化に起因している 。この結果 ，

世界の海域で操業していた目本の遠洋漁業が，当該海域から政治的に排除され

るか，高額な入漁料を負担せざるをえない状況に追い込まれることにな った 。

また，燃油価格の高騰が，遠隔地に漁場をもつ遠洋漁業はもとより ，沿岸漁業

に対しても大きな負担を強いることにな った 。

　沖縄における遠洋漁業も ，こうした国際的な漁業環境の悪化の中で衰退を余

儀なくされることになり ，かつ沖縄漁業資本の脆弱性が，この衰退に一層大き

く拍車をかけることにな った。しかし，事実上の問題は，南方漁業における本

土資本と沖縄資本との関係が，独占資本と中小下請資本との関係にあり ，その
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　　　　　　　　　　　　　　　　２）
魚価の低さに問題かあ ったのてある 。もしも ，沖縄漁業資本か大きけれは，か

かる国際的な漁業環境の悪化に独自的に対応していくことも可能であ ったから

である 。つまり ，現実には本土の大手水産資本によっ て， ダミー や現地企業と

の合併による操業継続が続げられているからである 。つまり ，第一節で問題を

抽象的に提起しておいたように，本土復帰後における本土の漁業資本との競争

関係か，ここては具体的な問題とな って現れ，その競争戦の結果，沖縄漁業は

敗退してい ったというのカ事実なのである 。本土復帰後の沖縄漁業資本にとっ

て， 本土の漁業資本と競争できるだげの資本蓄積と ，それによる漁業生産力の

拡大か可能であ ったかとうか，また，そのような施策や条件つくりか具体的に

とられたかどうか。「企業の合併 ・合理化」などと抽象的に言 っても ，本土大

手漁業資本との関連を抜きにして，沖縄の遠洋漁業が「健全な発展」をしてい

く展望をもつことは困難である 。

　また，アメリカ沿岸海域における操業か，本土復帰とともに不可能とな って

きたのは，沖縄か日本に復帰したということが原因にな っているとも考えられ

る。 つまり ，沖縄がアメリカの明白な管理支配体制下に留まっ ている限りにお

いては，アメリカ周辺海域から締め出されるという事態は，沖縄に対する慰撫

政策という視点からも発生しなか ったのではないかと考えられるからである 。

　さらに，沖縄における遠洋漁業の衰退原因としては，上記の引用文ては指摘

されていないが，市場問題をあげることができよう 。この市場問題というのは ，

本土復帰前にあ っては，琉球政府のもとで，アメリカ本国に対しても ，また在

沖縄米軍に対しても ，一定の販路を確保することが可能であ った。しかしたが

ら， 本土復帰以後においては，日本の独占的水産資本との競争関係のもとに置

かれることになり ，その独自的な位置か奪われると同時に，日本本土に対する

市場の確保も困難となり ，結果として沖縄の漁業資本は衰退せざるをえなか っ

たのである 。このことは，復帰前における沖縄の漁業資本が，本土資本の下請

的存在であ ったとしても問題の本質を変えるものではない。問題はあくまでも ，

沖縄漁業資本の脆弱性に起因した資本主義競争での敗退，それも復帰後におけ

る漁業政策の展開によっ て加速された形態での敗退が，沖縄における遠洋漁業
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の衰退の原因であ ったとい ってよいであろう 。

　（２）近海鰹一本釣漁業の問題点

　近海鰹一本釣漁業が，沖縄県における主要な漁業種類の一つであることは ，

すでにみておいたところである 。ところで ，その鰹一本釣漁業の生産量か１９８２

年と８３年に急激な減少をみたのはなぜかというのが問題であ った。この点につ

いては，「南方基地かつお漁業のうちパプア ・ニュー ギニア水域におげる操業

は， 米国でのかつおの消費低迷と魚価の低落，国内におげる魚価低迷等による

経営不振等を理由に県漁船団の親会杜は，５７年から操業を中止した。このため ，

親会杜傘下の県漁船団（３２隻）は，出漁準備金等の資金確保ができず，出漁を断

念したことから ，５７，５８年と漁獲量は皆無とな っている 。

　なお，沖縄海外漁業株式会杜，パプア ・ニューギ ニア現地会杜，パブア ・ニ

ューギニア政府との間で操業再開に向げての合意か成立（５９年５月）し ，５９年

　　　　　　　　　３）
７月に操業を再開した 。」

　この文章からも推測されるように，沖縄におげる近海鰹一本釣漁業の大半か

南方基地を拠点とするものであ った。それだけに漁業生産力としても ，また漁

業資金としても一定の資本が必要であるが，それと同時に資本主義的市場の狭

隆性という矛盾との関連で，大きな問題を抱えていたことが判る。すなわち ，

「米国でのかつおの消費低迷」というのも ，アメリカの総輸入規制問題との関

連を推測せざるをえないし，また「国内におげる魚価低迷」という問題も ，静

岡， 三重をはじめ，高知，宮崎，あるいは鹿児島とい った鰹漁業の盛んな諸地

域との競争結果としての乱獲と ，水産加工部門をはじめ水産流通部門における

独占資本の蓄積動向が，その背後にあるものと推測せざるをえない。鰹の過剰

な漁獲が続く状況のもとでは，全国的な漁獲調整が民主的に行われる必要かあ

るが，独占資本が支配的な資本主義体制のもとでは，これは極めて困難である 。

したが って ，従来のように本土資本の下請的存在から脱脚し，当面は本土にお

げる大規模な漁業資本と競合かできるまでに，沖縄の鰹漁業資本かそれ自体で

資本規模を拡大して漁業生産力を発展させると同時に，独自の市場を確保する
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ことが課題として残されることになる 。

１５

　（３）沿岸鮪延縄漁業の発展と問題点

　沿岸鮪延縄漁業は，南 シナ海を漁場として１９ｔ 型Ｆ　Ｒ　Ｐ船を主体に鮪類を漁

獲するものであり ，１９８３年以降において急速に伸長してきた漁業種類である 。

しかし，この漁業が伸長してきた原因とその問題点については，次のような指

摘がなされている 。

　「沿岸まぐろ漁業は，漁労体数の増加等により漁獲量は増加傾向にあり ，本

土への主要な移出水産物とな っている 。しかしながら ，一方では外国の２００海

里水域の設定により漁場は狭められており ，漁場の確保，適正漁労体数への調
　　　　　　　　　　４）
整等が今後の課題である 。」

　ここでは，沿岸鮪漁業において生産量か増加した原因を漁労体の増加という

点に求めている 。しかしながら ，この漁業が伸長してい った本来的な原因を求

めるとすれぱ，かかる漁労体が，あるいは同じことだが１９８３年以降において１９

ｔ型の漁船が，なぜ増加したのかということを明らかにしなげればならない 。

つまり ，沖縄の遠洋漁業が衰退する過程での労働力移動，燃費の効率性，ある

いは１９ｔの漁船を新しく建造する場合の優先的融資など，沿岸漁業への転換政

策や新しい漁法の導入なとに原因を求めるへきてあ ったろう 。

　（４）海面養殖業の現状と問題点

　沖縄における海面養殖業は，本土復帰前後の時期には僅か５０ｔ程度の生産量

でしかなか ったが，１９７８年以降から次第に盛んとなり ，特に１９８１年には５ ，ＯＯＯ

ｔの生産量に達してから市場問題に直面し，以後２，Ｏ００ｔを割るような生産状

況が続いたものの，１９８４年からは再び生産量が増大傾向を示し ，１９８６年には

６， ＯＯＯｔに迫る勢いを示している 。問題は，沖縄における海面養殖業がどのよ

うにしてこのように急成長をしてきたのか，またこの急成長にともな って何が

問題にな っているのかということを明らかにすることである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
　海面養殖業については，「昭和５１年にもずくの人工採苗等栽培技術が確立」

　　　　　　　　　　　　　　　　（１５）
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して以来，もずくの生産量は急速に増加してきたが，問題点としては以下のよ

うなことが指摘されている 。

　　　「海面養殖業では，もずく ，くるまえび等の養殖が行われ，旺盛な需要

　　に応じて生産量は年 々増加してきたが，生産量の大半（９１９％）を占める

　　もずくの生産調整が行われたため，５７年には激減した。５８年の生産量は前

　　年を上回る１，９７６ｔ（生産額では１６億３，３００万円）で，漁業総生産量の６％

　　（同８．３％）を占めている 。

　　　一中略一

　　　もずく養殖は，その養殖方法（網ひび養殖）が容易であることもあり ，

　　水産業改良普及員により ，５３年以降本島周辺の離島において急速に技術普

　　及され，現在では『沖縄もずく』として本土出荷されている 。今後は，品

　　質の向上及ぴ販路の拡充を図り ，沖縄における重要水産物として位置付け
　　　　　　　　　　６）
　　ていく必要がある 。…」

　この引用文に出てくる「もずくの生産調整」問題というのは，本島北部周辺

の離島における漁暢では「消費量にみあ った適正な生産量を確保し，本土の消

費者等と契約して，適正かつ安定した価格を維持しなから ，恒常的な出荷体制
　　　　７）
をとりたい」という方向と「国民の欲求にみあ った生産量を確保し，かつ価格

を低廉にして販路を拡大することか重要であり ，過剰生産に対しては貯蔵施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
を完備することによっ て出荷調整をすればよい」という本島南部地域におげる

漁協の方向とか対立している事実を指している 。この対立は漁協間におげる経

済的対立であるが，その根底にあるのは資本主義的生産様式に規定された矛盾

なのである 。すなわち，ここにあるのは，もずく生産の無限則的拡大と狭隆な

市場との矛盾関係に対応する漁協の苦悩であ って ，これを漁協間の対立関係と

して個別的には解決出来ない問題であることを認識しておく必要がある 。

　また，くるまえびの養殖については，本島南部および久米島で行われている

が， 本土の飼料会杜から移入する餌（配合飼料）の価格が台湾からの輸入品に
　　　　　　　　　　　　　９）
比して高いという問題がある 。

（１６）
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　（５）内水面養殖業の問題点

　沖縄漁業において ，内水面養殖業が占める比重はそれほど大きくない。その

実態と問題点については，次のように指摘されている 。

　　　「内水面養殖業では，うなぎ，こい等の養殖が行われているが，その生

　　産量は僅少て ，５８年の生産量は８５９ｔとな っている 。なお，生産量の９７％

　　強をうなぎ養殖業が占めている 。沖縄におけるうなぎ養殖業は，うなぎが

　　温水性であり ，沖縄は他府県に比べ温暖な気候に恵まれていることもあ っ

　　て ，魚体の成長か早いという有利な条件を備えている 。反面，種苗を全量

　　県外に依存しているため，種苗の供給が不安定であること ，生産原価に占

　　める種苗費の割合が高いこと等の不利な点もあり ，今後の振興発展のため
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
　　には，これらに対する早急な対応が必要である 。」

　この文章で指摘されている問題点は，生産局面での問題点に限定されている

が， それに加えて本土における価格競争の問題がある 。つまり ，本土で生産さ

れるウナギはもとより ，台湾等から輸入されるウナギとの価格および品質面で

の競争か極めて熾烈てあることを把握しておかなけれはならない。また，「養

殖技術の向上により成魚への歩溜り率を上昇させなければならないなど課題は
　１１）

多い。」という指摘もたされている 。

　　１）　『沖縄農林漁業の動向』 ，沖縄総合事務局農林水産部，昭和６０年，２３０～２３１べ
一

　　　ジ 。

　　２）『本土復帰による沖縄杜会経済変動調査報告書』（上巻），沖縄杜会経済調査委

　　　員会，昭和５５年，２８９～２９１べ 一ジ参照 。

　　３）　『沖縄農林漁業の動向』 ，前出 ，昭和６０年，２２９べ 一ジ 。

　　４）同上，２３０べ 一ジ 。

　　５）　『沖縄漁業の動き』 ，昭和５７年，沖縄総合事務局農林水産部，昭和５９年，１ぺ 一

　　　ジ 。

　　６）　『沖縄漁業の動き』 ，昭和６０年，前出 ，２３１べ 一ジ 。

７）１９８８年８月３日 ，伊平屋漁協での聞き取り調査結果 。

８）１９８８年８月９日 ，知念漁協での聞き取り調査結果 。

９）同前，及び１９８７年８月１０日 ，久米島漁協での聞き取り調査結果 。

１０）　『沖縄農林漁業の動向』 ，昭和６０年，前出 ，２３２～２３３べ 一ジ 。

１１）ｒ沖縄の漁業一活性化の方向を探る」 ，『金融経済』 ，Ｎｏ． ２２５，琉球銀行調査部 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（１７）
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昭和６０年，１４ぺ 一ジ 。

第三節　当面する沖縄漁業の諸問塵

　前節では，沖縄の本土復帰に関連して展開された漁業政策や漁業構造の変貌

に伴う諸問題について検討してきた。本節では，沖縄漁業が当面している　般

的な諸問題について考察することにしたい。具体的には，まず資本主義的生産

様式のもとで ，資本の蓄積運動にとっ てもっとも困難なのは，いわゆる市場問

題であり ，このことは沖縄の漁業についても当てはまる。したが って ，本節で

は， その最初の検討問題として ，流通ル ートも含めた市場問題を取り上げる 。

第二の問題としては，漁場調整の問題がある 。知事許可漁業や農林水産大臣の

許可や漁業の認可が必要な指定漁業制度があり ，かつ漁業計画制度による共同

漁業権や区画漁業権，定置漁業権の設定，さらには領海設定による漁船の領海

侵犯という問題もある 。沖縄でも ，漁場をめくっ て厳しい競争が展開されてお

り， その実態と問題点を明らかにしたい。第二の問題として ，漁場環境の問題 ，

すなわち漁場の荒廃や専管水域２００海里との関連による利用制限の問題がある 。

ここでは他産業（農業や観光業）との関連や米軍基地との関連を取り上げたい 。

　（１）沖縄漁業と市場問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ）
　沖縄における水産物の流通系統は７つに大別されているか，ここでは沿岸漁

業におげる　般魚の場合と鮪 ・鰹の場合とに区分して考察する 。

　（イ）沿岸漁業における　般魚の場合

　戦前はもとより ，本土復帰以前における沖縄の沿岸漁業は，クリ舟を主な生

産手段とし，漁獲物の多くは「浜売り」をする程度のものであ った。漁獲物も

少量多種で，まとまっ た「商品」として市場に出すことは困難であ った。この

性格は現在でも基本的には変わ っていない。すなわち，「沿岸水域には，黒潮

に沿 って湧昇流や潮目 ，温流域の発生している場所が多く ，このような場所に

　　　　　　　　　　　　　　　　（１８）
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マチ類，タイ類等の底魚や瀬付きのかつお等の漁場が形成されている 。しかし

ながら ，沖縄沿岸水域は，本土水域に比べ生息する魚介類の種類は多いものの
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）その生産力は低く ，水産資源量は豊富とはいえない。」という状況にある 。ま

た， 多種とはい っても熱帯性の魚類が多く ，食用に供されるものとしては，ハ

タ類やミー 類， あるいはタイ類，マチ類などに限定されており ，しかもこれら

の魚種については，漁獲された魚の大きさに差異があ って ，同じ大きさの魚を

大量に出荷することは困難である 。大量に採れる魚の例としては，追い込み網

て有名なクルクノ（たかさこ　沖縄の県色）かあり ，これは大衆魚である「赤

魚」なとと一緒に市場（那覇市公設市場なと）に出ている 。しかし ，　般の鮮魚

店は「さしみや」と称して ，刺身にたるマチ類，ハタ類の切り売りに限定して

いる場合が多い。最近はハマチなどが賞味されているが，これは本土からの移

入に頼 っている 。また，新鮮なグルクンの刺身は美味であるにもかかわらず ，

現段階では干魚にされる程度で，生鮮のまま食用に供されることは少ない 。

　こうした状況を考えると ，沖縄における食生活，とりわけ水産物にたいする

嗜好か次第に変化してきていることを示しているか，なお沖縄における漁業市

場はその消費性向から狭隆な状況に留まっ ているといえよう 。

　沖縄における漁業が零細規模に留まっ ているのも ，この沿岸漁業の特殊性抽

よび市場条件の狭隆性に条件づげられているとい っても過言ではない。だが ，

このことが「少品種多量」生産を条件として ，生産 ・流通 ・販売における「独

占」の成立を，沖縄漁業の場合には困難にしているという側面もある 。

　もっとも最近では，タイ類やハタ類あるいはミー 類などの場合でも ，漁業協

同組合によって共同出荷されているか，なお多くの漁協では，直接那覇へ輸送

するか，あるいは名護のように地域的な市場に留まっ ている場合が多い 。

　最近の沖縄県におげるスーバ ーでは，冷凍魚のバック販売も行われているが
，

その商品は本土からの移入品が多いのも問題となるところであろう
。

　（口）鰹および鮪の場合

　沖縄漁業で比較的大規模に営まれているのが近海および遠洋漁業である 。そ

の漁業種類も ，すでにみてきたように，鰹と鮪に代表されるものである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（１９）
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鰹については，本土での過剰生産と消費の相対的な伸び悩みから市場価格が低

迷している 。鰹節の加工も池間漁協や本部漁協などでは行われているものの ，

これまでに随分と多くの加工場が閉鎖されてきた。近代人の感覚にあ った新製

　　　　　　　　　　　　　　　　　；）
品の開拓などの努力がなされているか，なお本土市場で十分な販路を見出すま

でには至っていない 。

　鰹節の生産地である池間漁協では，「市場価格か高くても ，那覇まで持 って

行っ ては採算がとれない。平良市でセリにかげて魚価を安定する方針をとっ て

いる 。沖縄生産の鰹節は本土の品よりも２００円ほど高いが，それだけ品が良い

ということだ。本土復帰後は本土の市場に価格が左右され，独自に価格か設定

できなくな った。この点から言えぱ，本土に復帰する以前の方が，つまりドル
　　　　　　　　　　４）
の時代の方が良か った。」と言 っている 。

　このことは，本土復帰によっ て沖縄圏域における独自的市場構造か消滅して ，

全国市場へと統合されることによっ て生じてくる価格変動の問題が漁業にも現

れていることを典型的に表現されているとみなければならない 。

　鮪についても ，多くの場合，直接に本土へ陸揚げされるので，輸送上の問題

はないが，市場価格が本土価格によっ て， つまり独占による価格決定がなされ

ているということが問題であろう 。

　しかしながら，先島地方における鮪の販売については，その輸送に大きな問

題がある 。たとえぱ，与那国漁協ではカジキ鮪がとれても ，現在のＹ　Ｓ１１型機

では輸送することが思うようにならず，これを石垣島まで６時間かけて船で運

搬し，かつ航空機で那覇まで空輸しなければならない。また石垣漁協の場合で

も， 獲れた鮪を本土に移出する場合，いちど那覇まで空輸し，さらに本土まで

　　　　　　　　　　　　５）
空輸するという状況がある 。このような水産物輸送の困難性は，単に経済距離

（航空運賃の高さに起因する）を大きくするというだけでなく ，さらに使用価値

（鮮度）の低下によっ て商品価値が減価するという事態が生ずる。これを防ぐ

には缶詰等の加工が必要であるが，「沖縄では缶詰類の加工が皆無に等しいた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
め， まぐろ，さば等の水産物缶詰のはとんどを移入に依存している 。」という

状況にあるのも大きな問題とな っている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（２０）
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　（２）漁場調整問題

　この問題については，まず漁業の取り締まり概況を紹介しておこう 。

　　　「沖縄総合事務局における漁業取締りは，外国漁船の我が国領海及び漁

　　業水域内ての不法操業の防止並ぴに国内漁船の漁業関係法令の遵守励行に

　　関する指導を行い，もっ て漁業秩序の維持確立を図ることを目的として実

　　施している 。漁業取締りに際して ，我が国領海及び漁業水域内において外

　　国漁船の不法操業を確認した場合は，直ちに，警告し ，又は操業を中止さ

　　せて領海外及び水域外へと退去させている（中略）

　　　国内船に対しては，漁業法をはじめ漁業関係法令の定める漁業許可，操

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
　　業区域，許可の制限等についての指導取締りを重点的に行っている 。」

　上記の文章で，「外国漁船」というのは主として「台湾漁船」であり ，本土

復帰後は領海内て操業をしている事例は少なか ったか，昭和５４年頃より増加傾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
向にあり ，領海内で操業している隻数は年間１０～３０隻に達している 。

　また国内船については，沖縄県の漁業調整規則に違反した場合に検挙してお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）り， その隻数は昭和５６年から５８年にかけて平均３４隻とな っている 。

　こうした不法な操業ではないが，それでも漁民相互間で反目が生じている場

合がある 。

　その一例として，与那国漁協ては次のように述へている 。「本土復帰のとさ

くさに紛れて ，大 ・中型捲網漁船（１００～２００ｔ）の操業区域が地元の意向も聞か

ずに設定された。これらの漁船は３～５隻とや ってきて ，地獄網といわれる目

の細い（１２～１３節）網を使 って 、カジキマグ ロの餌となるムロ アジを根こそぎ獲

っていく 。これをやられると ，１週間から１０日ほど魚がや って来ない。これが

春の２月から６月までのカジキの最盛期であるだけに与那国漁民の死活問題と

なっ ている 。どこの船かといえば，長崎県の五島列島にある奈良尾の漁船であ
１０）

る。」

　このような与那国漁協の苦情について ，長崎県の奈良尾漁協では「現在，奈

良尾には６杜の漁業会杜かある 。しかし，沖縄の方へは余り漁に行かない。漁

で使 っている網の糸は１６本か１８本の大きさで，前者の場合は９節，後者の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　（２１）
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だと８～９節である 。そのような漁業会杜かあるかもしれないが，事実関係は

明確ではない。ある漁業会杜へ直接尋ねてみたが，８～９節の網を使っており ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
１２～１３節というような網は使 っていないという返事であ った。」という状況説

明であ った 。

　捲網漁業は省令およぴ沖縄県漁業調整規則第３６条で沖縄の地先より２万 メー

トル以内の水域では，沿岸漁業および沿岸漁業資源を保護するために操業が禁

止されているか，捲網漁業者にしてみれは，この禁止水域を縮小して入会で操

業すべきだという意見もある 。

　また最近，大きな問題とな っているのがバヤオ（浮魚礁）をめぐる問題であ

る。 このパヤオについては，「かつお類の生産量は，（中略）浮魚礁（ハヤオ）の

設置等により ，沿岸水域におけるかつお漁業の漁獲量が増加した …（中略）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
今後は浮魚礁の増設により ，その漁獲量は増加していくものと期待される 。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
と言われ，「管理漁業の典型になるてあろう」とも言われているものである 。

　具体的な問題としては，次のような事実かある 。伊良部漁協が「バヤオは南

方カツオ漁業がキャビアソで始めたのが最初であ った。言葉としてはミンダナ

オの島民が使 っていたものである 。日本では，伊良部漁協が昭和５７年に７００～

８００百万円の補助を貰 って行ったのが最初である 。次に八重山漁協がやり始め

た。 問題なのは，地先から１３～１４海里の水域にパヤオを３～４基を設置するの

であるが，宮崎県の船団は公海上であるという理由にして ，２０海里ほどの水域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
に一回で２０基も設置するので ，魚か回遊してこないことである 。」と言い，糸

満漁協でも ，「バヤオを去年設置したが，効果はある 。行政側も指導している

し， パヤオ漁業で各漁協も活気ついている 。パヤオは漁業調整委員会で設置場

所をきめているか，問題なのは宮崎県の船が設置することである 。宮崎の船と

いうのは南郷の６９ｔ型である 。宮崎は公海上であるし昔から操業していたとい

う理由で，沖縄県が設置している潮上（２万ｍより外）に設置するので，マグ 回

が回遊して来ない。これがトラフルの原因である 。バヤオの管理も重要な問題

であり ，どこのパヤオでどれだけの水揚げがあるかの調査が必要である 。また ，

遊漁者からも利用させてくれと言 ってくるが，糸満の場合には，駄目だと言 っ

　　　　　　　　　　　　　　　　（２２）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
て追い返している 。それを認めて入漁料を取 っている組合もある 。」と言 って

いる 。久米島漁協は「宮崎県南郷町の５９ｔ ，６９ｔ 型の漁船がや ってきてパヤオ

荒らしをする 。宮崎の県漁連にも出掛けたり ，鹿児島県を含めた三老鹿議会を

開いているが，解決できないままである 。去年の１２月１８日に南郷町の漁業者に

　　　　　　　　　　　１６）
抗議する漁民大会を開いた。」と言 っている 。同様に，「バヤオ周辺水域で操業

する場合には，ハヤオの設置地点から２千米は離れるという一応の取り決めか

あるが，南郷などはすく“近くで操業している 。船名を確認に行くとすぐ離れる 。

どうも宮崎は規則を守らない。大型船で根こそぎや っていくから ，一週間ぐら
　　　　　　１７）
い魚がつかない。」という与那原漁協の苦情もある 。

　これに対して ，宮崎県は「パヤオは慶良間諸島の南方に設置している 。従 っ

て， 伊良部の潮上論は通用しない。糸満が言うのであれば理解できる 。しかし ，

現代の法制度のもとでは，公海上にパヤオを設置しても問題はなく ，沖縄が言

うような排他的権利はない筈である 。もっとも道義的なものはあるので ，紛争

防止を図るためには現実的な解決方向で話合いを進めている 。沖縄がバヤオを

設置しているために，日向灘沖はもとより宮崎の沿岸漁業や高知の鰹漁業など

のように本土側でも漁業の変化が生じているので，この問題については，全国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
的な問題として把握することが重要である 。」としている 。

　また宮崎海区漁業調整委員会ては「（１）本県かつお船（大臣許可）と沖縄，鹿

児島両県の沿岸漁業者との間で，浮魚礁の設置及び利用に関し ，紛争が生じて

いる 。（２）相当沖合に設置されている浮魚礁においてさえ，独占排他的な権利主

張がなされている現状から ，今後魚礁のような新しい手法での漁場開発が推進

され，多額の投資がなされるようになると ，その投資に見合う権利主張がます

ます多くなることが予想される 。（３）このため，浮魚礁のような新しい漁場開発

に対応した漁場管理システムの確立を図る必要があると考えるが現行法体系の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
もとでは限界かあるのて，漁業制度の抜本的な見直しか必要である 。」とし

，

水産庁に対して「近年，わが国周辺水域の高度利用を図るため，沿岸沖合域の

漁場整備開発か推進されているか，事業効果（経済効果）の面だけの追求てな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
く， 漁場調整上の視点からも総合的に検討していく必要かある 。」という要望

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３）
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を出している 。

　このパヤオについては，沖縄県内でも南郷町漁民との’脇力的な利用形態を考

える必要があるという意見もあり ，沖縄漁民だけでなく ，その他の漁民の生活

に関する問題であるだげに，その解決方向は多難である。しかし，この問題の

根底にあるのは，杜会的性格をもつ水域を私的に占有するという矛盾をもっ た

制度が前提とな っていることである 。したが って ，私的な利害関係を固執する

限り ，この問題の抜本的な解決方向を見出すことは出来ないという認識をもつ

へきである 。この問題を克服するためには，国際的な視野も含めなから ，中小

零細漁民が漁業を営み，かつ漁民の生活と権利を保証していくという視点にた

って ，漁業に関連した諸制度の民主化をはじめ，漁業における経済的民主主義

を図 っていかねばならない 。

　この他に，沿岸漁業で問題とな っているのが潜水漁業（電灯潜り）である 。

「困 ったことにこの漁業については，行政側でも許可しており ，専業者もいる 。

しかし，遊漁者もこの漁業を行い，ブダイなど根こそぎ採っていくので，資源
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
保護という点では好ましい漁法ではない。」という平良市漁協の意見やｒ電灯

もくり（水中銃を使う）は１０年前に比へると半減したか，那覇周辺からや って

くる密漁者か多い。漁業権管理委員会で取り締まっている 。漁協は事業体であ

ると同時に運動体でもあり ，魚種別部会を作 って ，部会の自主的な活動として
　　　　　　　　　　　　２２）
資源管理をおこな っている 。」という対策をしている伊平屋漁協や「密漁者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
（本島からのダイバ ーが多い）を見つけると海上保安庁へ連絡する」という伊是名

漁協もある 。

　（３）漁業環境問題

　（イ）沿岸漁場環境問題

　この間題については，本土復帰後に増加した公共事業，とりわけ，土地改良

事業やリソート地域の開発との関連で，海岸へ赤土が泥流し，藻場が壊滅的状

況とな って ，漁業資源が枯渇してきているという苦情が多い。恩納村，名護市 ，

本部町とい った沖縄本島の東部東村をはじめとする本島西海岸，あるいは石垣

　　　　　　　　　　　　　　　　（２４）
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島（川平湾）や小浜島をはじめとする先島諸島でも赤土による漁場環境悪化の

問題が生じている。この赤土の流出については，溜池（沈下池）を作 って対処

しているが，雨が降ると澄れ出るという状況や，二段，三段と流出防止の柵を

作っ ても ，赤土の流出を防ぐことが出来ないという対応策の不十分さも指摘さ

れている 。

　恩納村漁協では「本土資本によるリゾート開発によっ て， あるいは米軍の射

撃場から ，雨が降ると干潟に赤土が流出して ，アサリをはじめとする二枚貝が
　　　　　２４）
被害を受けた」と言い，名護市役所では「赤土のため珊瑚がなくなり ，もずく

　　　　　　　２５）
が大打撃を受けた」と言 っている 。また糸満漁協では「大型定置網がクチャ
　　　　　　　　　２６）
（赤土）で駄目にな った」という事態も生じている 。

　この赤土問題については，糸満漁協は「クチャの件については，農地か痩せ

ているので３～５年に一度は客土をしなければならない。雨が降ると ，この客

土が流出するわけだが，防砂堤を二段，三段に組んでも役に立たない。雨の後

は１ ．２～１ ．７キ ロメートルほどの沖合まで真 っ赤になる 。比重が大きいので海岸

に沈澱して流されるということはない。海が荒れ，波が立つと再び赤くなる 。

宮古では，９～１０月にもずくの種付けを行い，１２月には２～３セン刊こ成長す

るが，これが雨で駄目になる 。藻場づくりをはじめ，珊瑚，貝類，藻類に被害

は及んでいる 。クチャ が底に付くと ，黒真珠にミミズや虫が入り ，身が萎縮し

て死んでしまう 。防止対策を徹底的にやらないと ，沖縄の沿岸漁業は壊滅して

しまう危険性がある 。県の方では赤土流出に関する対策協議会を作 っており ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
汚染に関する調査報告書があるはずである 。」と述べている 。

　また，名護漁協では，「本土復帰以後，公共事業が増加し，最近は土地改良

事業による赤土問題か生じている 。県は法的に問題かないとしているが，現実

の問題として早急な対策をたてねはならず，漁業調整委員会て土地改良と沿岸
　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
漁業との調整を図るよう努力している 。」と言 っている 。

　ところで，「もずくの養殖で困るのは赤土である 。漁民は何十回となく種付

けをするのだか，荒天にたると５セ■チほとて切れてしまう 。これか一番こわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）
い。 もずくの計画的生産なんてことは現段階ては不可能である 。」という伊是

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５）
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名漁協に対して ，「農作物の コストを下げるためには土地改良もやむを得ない 。

むしろ灌概施設がないので「水溜め」を造っている 。沈澱池（溜池）を造 って ，

赤土は流れるが，土砂は流れないようにしている 。台風などの天候異変は止む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）
を得ないし，ある程度の赤水は仕方がない。」というような対立した意見も伊

是名役場にはある 。ここでは，より多くの生産（利潤）をめざすという資本主

義的生産様式に起因する地域農業と地域漁業との対立関係が現れているとみて

よいであろう 。

　このような問題について ，沖縄総合事務局農林水産部は次のように述へてい

る。

　「沖縄は多数の島しょからなり ，それが広範な水域に散在していることなど

から ，沿岸漁業の漁場環境は総じて良好であるが，近年，人口 集中，土地開発 ，

観光地開発等のため，油流出，赤土流出，基地からの薬品による汚染やオニヒ

トテによるサ■コ の食害等の漁場破壊が発生し問題とな っている 。油による漁

場汚染は，船舶，石油精製工場等における各種装置の操作 ミス ，沖縄周辺水域

を航行するタンカー等からのバラスト水，ビルジ ，スラ ッジ等の油性混合物の
　　　　　　　　　　　　　　　３１）
海洋投棄等が主な原因とな っている 。」

　上記の引用文からも判るように，沖縄周辺海域の漁業環境は急速に悪化しつ

つあり ，これか国防上の問題をはじめ，農業，観光業，製造業，海運業など他

業種との競合問題などによる多面的性格をもっ ているだけに，その解決は極め

て困難な状況にな っているといえよう 。

　（口）国際漁業環境の問題

　周知のように，戦後における目本の漁業振興政策は，「沿岸から沖合へ 沖

合から遠洋へ」という方向で展開してきた。各国における領海２００海里宣言は ，

この日本の漁業政策を根底から揺さぶるものであ った。いま ，その歴史的な展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
開過程を年次的に概観するならば以下のようになる 。

　１９７０．５ ．８ ：領海２００カイリを主張する中南米９か国は，モンテビデオで

　　　　　　　　の会議の結果すべての国が独自の領海を設定する権利を認め

　　　　　　　　る宣言を採択 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（２６）
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　１９７４．６ ．２０ ：第三次国連海洋法会議 ・第二会期開催。１３か国が参加し ，結

　　　　　　　　論は得られなか ったが，２００カイリ水域設定が世界の大勢で

　　　　　　　　あることを示す 。

　１９７５．４ ．２４ ：第三次国連海洋法会議のエベンソソ 委員会，経済水域を２００

　　　　　　　　カイリと規定 。

　　　　１Ｏ．１４ ：アイスラノド，漁業専管水域を５０カイリから２００カイリヘ拡

　　　　　　　　張宣言 。

　　　　１１．５ ：メキシコ ，２００カイリ宣言 。

　　　　１２．２３ ：Ｅ　Ｃ委員会，加盟国の漁業専管水域２００カイリとするよう勧告 。

　１９７７．３ ．１ ：米ソ両国，２００カイリ漁業専管水域を実施 。

　１９７８．４ ．１ ：パプア ・ニ ーギ ニア及び ニュージーランド，２００カイリ宣言 。

　１９７９．８ ．２９ ：フイリッ ピン政府，２００カイリ宣言 。

　　　　１１．１ ：オーストラリア政府，２００カイリ宣言 。

　１９８０．３ ．２１ ：イノドネシア政府，２００カイリ宣言 。

　　　　７ ．２２ ：タイ政府，２００カイリ宣言 。

　領海水域２００海里の設定に関する国際的な推移の過程をみるならば，沖縄が

本土復帰した１９７２年以降において ，海外における漁場環境が急速に厳しくな っ

てい った経過が判るであろう 。特に，本土復帰以前における沖縄の漁業が，日

本本土と同様に，遠洋漁業への展開を図 っていただけに，この国際的な漁場環

境の変化は沖縄における漁業構造を大きく転換させる原因ともな ったのである 。

このことは，沖縄における漁業形態別にみた漁業生産量の年次的変化をみても ，

明らかであ ったことである 。この点については，「沖縄における遠洋底びき網

漁業や遠洋かつお ・まくろ漁業は太平洋，イ■ト洋，大西洋にかけて操業して

いたが，２００海里時代の到来などの国際情勢の変化に伴い，非常に厳しい状況

にある 。遠洋底びき網漁業については，５５年に沖縄漁船は撤退しており ，また ，

遠洋かつお，まくろ漁業についても ，漁業経営基盤が弱体な上に，燃油及ぴ諸

資材の高騰と２００海里漁業規制の強化などにより漁業環境が悪化したため，廃

業が相次ぎ，４７年には８０隻あ った許可隻数が５８年８月現在わずか６隻とな って

　　　　　　　　　　　　　　　　（２７）



　２８　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻 ・第１号）

　３３）

いる 。」という文章によっ て表現されている 。

　問題は，沖縄漁業の「経営基盤が弱体」といわれる内容である 。つまり ，許

可漁業の場合にはその市場支配力との関連も含めて資本力の大きさが重要とな

り， また海外における沿岸漁業の場合でも ，現地資本との合弁などが可能とな

るような資本力の大きさが必要となるのである 。沖縄漁業が中小零細規模であ

ったため，復帰後においては，独占的な本土資本との競合関係において ，遠洋

・近海漁業は大きな困難に当面し，かつ専管水域２００海里問題が条件とな って ，

いまや本土復帰における「沿岸漁業より ，近海漁業 ・遠洋漁業へ」と言 ったス

ローカノは後退し，逆に「遠洋 ・近海漁業より沿岸漁業へ」という縮小的方向

へと転換せざるを得ない状況に追い込まれつつあるのである 。

　り　米軍演習水域の設定による漁場制限問題

　アメリカ軍による演習水域の設定とそれに伴う漁業操業の制限については ，

　般的には昭和２７年７月２２目に施行された法律第２４３号，すなわち「目本国と

アメリカ合衆国との間の相互協力及ぴ安全保障条約に基つき日本国にあるアメ

リカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律」によっ

て規定されている。この法の第１条では，「内閣総理大臣は，日本国とアメリ

カ合衆国との間の相互暢力及ぴ安全保障条約（昭和３５年６月条約第６号）に基つ

き日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍，空軍又は海軍が水面を使用する場合に

おいて ，必要があるときは，農林水産大臣の意見をきき ，一定の区域及ぴ機関

を定めて ，漁船の操業を制限し ，又は禁止することができる 。」とされている 。

続いて ，第２条では，「国は，前条の規定により制限又は禁止により ，当該区

域において従来適法に漁業を営んでいた者か漁業経営上こうむった損失を補償

する 。」とな っている 。

　沖縄の本土復帰に伴 って ，つまり「琉球諸島及び大東諸島に関する目本国と

アメリカ合衆国との間の協定（１９７１年６月１７日）」の発効に伴い，昭和４７年５月

１５日の総理府告示第１５号によっ て， 沖縄でもこの漁業制限法が適用されること

にな ったのである 。

　さらに昭和４７年６月１５日付けの防衛施設庁の告示第１２号によっ て， 米軍に提

　　　　　　　　　　　　　　　　（２８）
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供する水域として ，沖縄周辺に３９の水域が指定され，この３９の指定水域のうぢ
，

３１の水域が漁業の制限水域とな っている 。これらの水域は「訓練水域」と「陸

上施設関係」とに分かれ，前者はホテル ・ホテル水域（沖縄東方海上５０ｋｍ）
，

イン ディア ・ホテル水域（沖縄東南海上３３０ｋｍ），マイク ・マイク水域（沖縄東

南海上１２０ｋｍ）の三水域，後者は安波訓練場水域（国頭安並海岸）他とな ってい

る。

　その後，米軍基地の返還などにより ，昭和５９年１０月６日の防衛庁告示第１４号

では，３１の水域に減少したものの，基本的な制限水域は変わらず，その内訳は

陸上関連区域２０，海上演習場区域１１とな っている 。

　こうした漁業制限水域の設定が，沖縄漁業にとっ て大きな障害となることは

明らかであるが，それ以外にも沖縄の米軍基地による漁業被害が生じている 。

その顕著なものを列記すると以下のようになる 。

　昭和４８年１月１９日 ：北谷村では「陸軍病院の発電所からオーバーホールした

際の廃油が排水溝を通じて海に流出し，沿岸一帯を汚染し漁業にかなりの被害
　　　３４）
を与えた 。」

　昭和４９年９月２４目 ：同北谷村では「基地内で散布された殺虫剤ダースバ ーン

が降雨により排水溝から海へ流出，沿岸を汚染するとともに多量の死魚が浮い
３５）

た。」

　昭和５０年６月 ：名護市では「キャンプ ・シ ュワープの汚水沈澱槽が機能せず ，

海域約２５０ｍ先まで敷設されている コノクリート溝から ，し尿等が海域へ排
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）出し ，大浦湾及ぴ辺野古岬周辺の刺網等の漁具に被害が発生した 。」

　昭和５１年２月２５日 ：北谷村では「基地内モータープー ルから廃油を集荷運搬

中の車靹がドラム 罐を路上に落としたため油がこぽれ，排水溝を伝って海域を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）汚染，クロ ダイ ・アジの稚魚等に被害を与えた 。」

　問題はこれだげではない。米軍あるいは自衛隊の演習によっ て沖縄漁船の操

業が極めて危険な状態に晒されるという事態も発生している。極く最近の事例

では，１９８７年７月２３日に，「沖縄本島南方の訓練空域下の太平洋上では，２３日
，

操業中の那覇市のマクロ はえ縄漁船第１一徳丸（１８ト■）の近くで，戦闘機ら

　　　　　　　　　　　　　　　　（２９）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８）
しい飛行機からとみられる落下物が爆発する事故があ った。」という事実があ

り， また，これは漁船ではないが，「沖縄本島近くの東 シナ海を航行していた

マレーシア船籍の貨物船ボメックス ・サガ（５，９２２トソ）が２７日午後８時４０分ご

ろ， 那覇市の北西約百キ ロの海上で ，『国籍不明の航空機から ロケ ソト弾のよ

うなものを撃ち込まれ乗組員一人がけがをし，自力航行ができなくな った』と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）
第十一管区海上保安部（那覇市）に救助を求めてきた。」という事実もある 。後

者の場合，この国籍不明機は米軍のもので，「貨物船を島と誤認して爆撃す
４０）

る。」という杜撰な訓練状況が問題とな った。こうした状況は，沖縄漁船のみ

ならず，沖縄近辺を航行する船舶にとっ ても危険とな っている 。

　防衛庁から沖縄分として支出される予算のうち，漁業補償は昭和５７年度に

８７２百万円 ，以下５８年度９５８百万円 ，５９年度１ ，０７９百万円 ，６０年度１ ，２１２百万円
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　４１）
６１年度１ ，２２３百万円と上昇してきている 。

　また操業制限法による漁業損失補償支払い実績については，本土復帰以降の

昭和４７年から５５年までの９年間に４，１７４百万円（年間平均約４６０百万円），昭和５６

年６４６百万円 ，同５７年６６８百万円 ，同５８年７０５百万円 ，同５９年７３４百万円 ，同６０年

７７７百万円とな っている 。つまり昭和４７年から６０年にかげて総額７，７０４百万円か

　　　　　　　　　　　　４２）
漁協を中心に支払われている 。

　なお，本土復帰後から昭和６０年にかげて ，各漁協が受け取った漁業損失補償

金についてみると ，伊江漁協（８１０百万円），勝連漁協（７５４百万円），久米島漁協

（７４５百万円），与那城村漁協（６８３百万円）か多く ，続いては糸満漁協（５４６百万円）
，

那覇地区漁協（４６１百万円），渡名喜村漁協（４２１百万円）とな っており ，以下３

億円以上４億円未満が２漁協，２億円以上３億円未満が２漁協，１億円以上２

億円未満か９漁協，１億円未満か２８漁揚とな っている 。なお漁協ではなく ，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３）
の他（個人，団体）に支払われた漁業損失補償金かこの間に１２８百万円ある 。

　これ以外に，昭和５６年以降，「漁業見舞金」が沖縄県近海鮪漁業船主会，沖

縄県近海鮪漁業協同組合，那覇地区漁業協同組合の三者に支払われており ，そ

の額は累年で ，それぞれ７８百万円，５４百万円，５百万円の支払いを受けている 。

　問題点としては，年 々における漁業損失補償金を各漁協の生産額と比較した

　　　　　　　　　　　　　　　　（３０）
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場合に，どのような状況になるのかということである 。念のために上位の三漁

協と三町村における漁業生産高とを対比してみると次のようになる
。

　　　第（６）表　漁業損失補償金と漁業生産高の対比（伊一江，勝連，久米島各漁協）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：百万円）

伊　　　江
漁　協

勝　　　連 久　米　島

補償額 生産高 補償額 生産高 補償額 生産高

昭和５６年 ７０ ３３１ ６３ ３６５ ６６ ５２５

５７年 ７１ ３０２ ６６ ３７６ ６９ ４３６

５８年 ７５ ３２２ ６８ ９２８ ７２ ４１４

５９年 ８０ ３８５ ７１ ４０６ ７６ ４９６

６０年 ８０ ４３４ ７４ ３７３ ７８ ６９１

　　『沖縄の米軍基地」 ，昭和６２年，沖縄県総務部知事公室，２５３べ 一ジ 。

　　『伊江島」 ，昭和６２年度村勢要覧，資料編，４べ 一ジ 。

　　『かつれん」 ，１９８６年町勢要覧，１８ぺ 一一 ジ。

　　『なかさと』 ，昭和６２年，仲里村勢要覧，３８ぺ 一ジ 。

　上記の表をみれは判るように，各漁協とも ，年 々における漁業補償額はその
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４）
町村における漁業生産額のほぽ２０％程度にな っている 。確かに，即自的にみれ
ぱ， かかる漁業補償は重要である 。しかし，かかる補償をもその収入に含める

ということが恒常化するような漁業形態は，決して正常であるとはいえない 。

これはまた国民的経済視点からしても好ましいことではない。また，この漁業

補償金の分配に関する問題もある 。

　なお，各漁協から米軍の演習等に対する要望が出されているが，問題は個 々

の漁協だげで簡単に解決てきるものではない。つまり ，この問題は，日米安保

体制に係わる問題だけに，その解決にむげた地道な努力が必要とな っているの

である 。

　　１）　『沖縄農林漁業の動向』 ，沖縄総合事務局農林水産部，昭和６０年，２３８べ 一ジ 。

　　２）同上書，２２８べ 一ジ 。

　　 ３）１９８８年８月５日 ，本部漁協では，鰹節の種差化を行っている他，酒の肴にあ っ

　　　たような味付けをした鰹燥製品を切り身にし ，パツ ク商晶として売 っている 。

　　４）１９８７年８月６日 ，池間漁協での聞り取り調査結果 。

　　 ５）１９８６年８月６日の与那国漁協および１９８７年８月５日の石垣漁協での聞き取り調

　　　査結果による 。

　　６）　『沖縄農林漁業の動向』 ，前出 ，２３７べ 一ジ 。

　　７）同上書，２７６べ 一ジ 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１）
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　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻　第１号）

同上の表「外国漁船の確認状況」による 。

同上書，２７７べ 一ジ 。

１９８６年８月６日 ，与那国漁協での聞き取り調査結果 。

１９８７年１１月３０日 ，長崎県奈良尾漁協での聞き取り調査結果 。

丁沖縄農林漁業の動向』 ，前出 ，２２９べ 一ジ 。

１９８７年８月８日 ，糸満漁協での聞き取り調査結果 。

１９８７年８月７日 ，伊良部漁協での聞き取り調査結果 。

１９８７年８月８日 ，糸満漁協での聞き取り調査結果 。

１９８７年８月１０日 ，久米島漁協での聞き取り調査結果 。

１９８８年８月９日 ，与那原漁協での聞き取り調査結果 。

１９８８年８月１０日 ，宮崎県漁政課での聞き取り調査結果 。

宮崎県漁政課資料「宮崎海区漁業調整委員会」による 。

　同上 。

　１９８７年８月７日 ，平良市漁協での聞き取り調査結果 。

　１９８８年８月３日 ，伊平屋漁筋での聞き取り調査結果 。

　１９８８年８月４日 ，伊是名漁協での聞き取り調査結果 。

　１９８８年８月２日 ，恩納村漁協での聞き取り調査結果 。

　１９８８年８月２日 ，名護市役所での聞き取り調査結果 。

　１９８８年８月８日 ，糸満漁協での聞き取り調査結果 。

　同上 。

　１９８８年８ 巧３日 ，名護漁協での聞き取り調査結果 。

　１９８８年８月４日 ，伊是名漁協での聞き取り調査結果 。

　１９８８年８月４日 ，伊是名村役場での聞き取り調査結果 。

　『沖縄農林漁業の動向』 ，前出 ，２４４べ 一ジ 。

　丁証言 ・日本漁業戦後史』 ，ＮＨＫ編集部，日本放送協会，昭和６０年，２８０～２８４

べ一ジを参照 。

　『沖縄農林漁業の動向』 ，前出，２４７べ 一ジ 。

　『沖縄の米軍基地』 ，沖縄県総務部知事公室，昭和６２年，２８９べ 一ジ 。

　同上書，２９３べ 一ジ 。

　同上書，２９５ぺ 一ジ 。

　同上書，２９８べ 一ジ 。

　［朝日新聞』（夕刊），１９８７年７月２８日付１面
。

　同上 。

　同上，１９８８年８月１６日付２２面
。

　『沖縄の米軍基地』 ，前出 ，２３１べ 一ジの「防衛施設庁関係沖縄分予算の推移」 。

　同上書，２５３～２５４べ 一ジのｒ操業制限法による漁業損失補償支払実績」。
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４３）　同上
。

４４）　「ほぽ２０％程度」というこの数字は厳密な意味ではない。例えぼ，久米島漁協

　のぱあいには，仲里村だけでなく ，具志川村をも含めねぽならないからである
。

〔補記〕　本稿は文部省科学研究費（昭和６１～６３年度）「特別措置法下における沖縄

産業の現状と問題点」による研究成果の一部である
。

（３３）




